
 
政
令
第　
　
　

号

 

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
船
員
職
業
安
定
法

 

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

 

（
船
員
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

船
員
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百

 

六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
項
中
「
の
規
定
に
よ
る
事
務
で
」
を
「
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
」
に
改
め
、

「
、
国
土
交
通
大
臣
の
ほ
か
」
を
削
り
、
「
も
行
う
」
を
「
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
市
町
村
長
」
と
い
う
。
）
が
行
う
」

 

に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

 

た
だ
し
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
一
項
第
一
号
中
「
こ
と
。
」
を
「
事
務
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
雇
入
契
約
の
成
立
等
の
」
を
「
規
定
に
よ
る
」

に
、
「
及
び
」
を
「
及
び
当
該
届
出
に
係
る
雇
入
契
約
に
つ
い
て
の
」
に
、
「
雇
入
契
約
の
確
認
」
を
「
規
定
に
よ
る
確



認
」
に
、
「
こ
と
。
」
を
「
事
務
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
」
を
「
第
五
十
条
第

一
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
除
く
」
を
「
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」
に
、
「
、
書
換

え
及
び
返
還
」
を
「
及
び
書
換
え
並
び
に
返
還
に
係
る
船
員
手
帳
の
受
領
」
に
、
「
こ
と
。
」
を
「
事
務
」
に
改
め
、
同
項

 

第
四
号
中
「
こ
と
。
」
を
「
事
務
」
に
改
め
る
。

 

第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
同
項
本
文
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
指
定

 

市
町
村
長
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
市
町
村
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

 

第
二
条　

船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
号
中
「
（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
、
法
第
四
十
二
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
一
項
（
求
人
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
」
を
「
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
法
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を
「
第
四

十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
」
に
改
め
、
「
（
船
員
の
募
集
を
行
う
者
が
船
舶
所
有
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削



り
、
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
八
条
、
第
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
一
条
」
を
「
第
二
十
二
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す

る
船
員
の
募
集
を
行
う
者
が
船
舶
所
有
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
「
第
五
十
二
条
に
お
い
て
」
の
下
に
「
読

 

み
替
え
て
」
を
加
え
る
。

 

（
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条　

障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
二
百

 

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

「
第
六
条
第
十
二
項
」
を
「
第
六
条
第
十
四
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一

 

部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条　

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
四
十

 

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
十
五
項
」
を
「
第
六
条
第
十
七
項
」
に
改
め
る
。



 

附　

則

こ
の
政
令
は
、
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



 

理　

由

船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
船
員
職
業
安
定
法
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行

 

う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


